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３－４．研究協議を踏まえての成果と課題

研究協議では、子供と子供の間に教材を投げ込む進め方や、他の子の動きを見ながら動作化をすること

で学びを深めていくなど、鑑賞学習の様々な可能性について考えることができた。

本時で学んだことを次時の音楽づくりに生かす場面で，そこで教師の枠を超えていく子どもをどこま

で許容し全体で深められるか，子どもの学びと教師のもつ意図やねらいについて考えることができ，今後

の学習でより「リズム」について深めていきたいと感じた。

第 時の音楽づくりでは、ねらい通り第１時の教材で使われてい

たリズムを積極的につかう子供が多く、第１時での鑑賞活動が生き

て、どの子も意欲的に音楽づくりの活動に取り組むことができた。

様々な様子や表情の子犬を表現しようと，「先生が使ってたタータ

のリズムつかおうかな。」「タタタタってしたら、走っているみたいに

なった。」など、思いや意図をもってリズムや他の要素を様々に変化させて変奏をつくることができた。

第１時の鑑賞では「２回鍵盤を押していた」などといった言葉でリズムの変化を表現していた。また、

リズムよりもこれまでに学んだ要素を手掛かりとして音楽を聴いていた。しかし、第６時の鑑賞活動では

「 のリズムが使われていた。」と、リズムに着目した聴き方ができるようになり、「タータのリズムと、

低い音がつかわれていたので、～～なきらきら星だと思いました。」など、リズムや他の要素の特徴と曲

想の関わりに触れながらそれぞれの変奏の題名を考えることができた。題材が進むにつれてリズムその

ものやリズムと曲想との関わりについての理解が深まったことがわかり、これは題材構成における大き

な成果だと感じた。

また本題材では、鑑賞と音楽づくりの双方において、変奏でつかわれたリズムを可視化し、手拍子や動

作化などで共有化することで、それぞれのリズムがもつ働きや効果について学級全体で理解を深めるこ

とができた。これによって、「こんなリズムを使うと、子犬のこんな雰囲気や様子が表せるんだな。」とい

うことを、鑑賞だけでなく実際につくる活動を通して、どの子も体験的に学ぶことができた。

今後も、このような題材構成を工夫することで、学びを活用できる子供の育成に努めたい。

〇手拍子したり，歩いてみたりしながら，どんなリズムが使われていたか確認する。

〇変奏 を聴いて題名を考え，

ワークシートに記入する。

考えた題名と，その理由を

話し合う。

〇本時の学習を

振り返る。

〇変奏曲の特徴，つくり方を知る。

・題名を考えた理由を交流させる中

で，星の様子とリズムとの関わり

がわかるようにする。

・リズム以外の要素に関する気付き

も，積極的に取り上げる。

知リズム等を聴き取り，それらの

働きが生み出すよさや面白さを

感じ取りながら，曲想とリズム

との関わりに気付いている。  
 
 
 
 
・「テーマ」「変奏」「変奏曲形式」と

いう言葉を示し，説明する。 

・いろんなリズムと子犬が出てきて，楽しかったです。

・前に習ったよびかけとこたえとかと，今日「リズム」も変身アイテムに増え

て，うれしいです。 ・タータと のばしているリズムがおもしろかったです。
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目的

和歌山県内では、今世紀中に南海トラフ地震とそれに伴う津波や風水害による大規模災害が心配

されている。そのような背景のもと、教員には災害時に児童生徒の命を守るため、平常時より防災

意識を高め、安全を確保するための技術の向上や判断力を養っておくことが求められる。県内の学

校においては、防災教育を行っている学校が増えているが、学校に応じて状況は違う。

ここでは特別支援学校に在籍する知的障害のある児童生徒の命を守るための実践力の向上を目指

した職員研修の工夫を試みる。どのような課題があるのかを把握することから児童生徒の身を守る

ことになり、そのことは児童生徒への防災教育推進の基盤にもなると考える。

研究方法

東日本大震災による災害時に、特別支援学校での児童生徒の状況や課題を抽出して、どんな状況

になるのかを調査し、教員がイメージトレーニングできるようにする。そのために研修会前の学校

の状況を調査した。研修会では、東日本大震災においての障害児等の状況を共有し、その中でのワ

ークショップを行い、東日本大震災の状況などを踏まえて、どんなことがイメージできるかを共有

する。

結果

（１）研修会前の課題抽出

平成 年８月 日に（木）午後に附属特別支援学校において防災の教職員研修を開催した。そ

れ以前の防災に関する附属特別支援学校の状況については「防災対策委員会でまとめられた附属特

別支援学校の検討課題」においてまとめられている。

以下に引用する。

・現時点で考えられる課題

１）役割分担

①校内教頭担当

保護者案内

・居住地域の避難場所の調査について・・・・新入生（入学予定者説明会）

・「非常用マイリュック」の準備について（お願い）

・・・・新入生（入学予定者説明会）、在校生（１学期始業式）
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担任への連絡

・居住地域の避難場所の変更等についての確認・・・・在校生（家庭訪問）

②保体部

避難訓練

親子避難訓練、引き渡し訓練 ←昨年度日曜参観で実施。今後どのように行うのか

教職員研修

全教職員対象 ←教職員対象の防災に関する研修は行ったことがない

・校内での避難生活の訓練（避難生活エリアの設置）

・水道が使えない場合のトイレの設置、

・電気が使えない場合の発電機の設置と起動

新任教職員対象

③児童生徒支援部

児童生徒証明書

２）防災教育の教育課程の位置づけ

教育課程検討委員会

学部の教育課程への位置づけや実践について、まとめる

各学部

教育課程への位置づけ（目標、ねらい、指導内容）

防災学習の実践

３）本校の防災教育についての保護者へのお知らせ

育友会総会で知らせる

保護者研修会の実施の検討

上記の中で添付の避難訓練や教職員研が、教職員にとって実際に動かないといけないことで、こ

れまで体系的な研修等行ったこともなく、不安が大きい部分である。それ以外には、いつも課題に

上がる点として以下のようなことがあります。

●大津波警報が出された時には、本校は秋葉山に逃げることになっている。

しかし、どの時点の情報で秋葉山と判断するのか。

この辺りは和歌山市の防災マップによると南海トラフの巨大地震の場合１ｍ位しか津波が来ないと

言われているので、屋上に留まった方が安全な場合もあるだろうが、その判断を誰がどのようにす

ればよいのか。

●登下校中に被災した場合、生徒達の安全確保や情報の収集について（マニュアルは作成している。）

（２）防災研修会

１）講演

平成 年８月 日の附属特別支援学校においては、教育学部で研究代表者である此松昌彦が、

東日本大震災での状況について講演して（図１）、その後、教員でワークショップを実施した。



─ 169 ─

図１ 此松が使用したレジメ

田中 ）によると、東日本大震災において宮城県では障害児・者の死亡率が高いことを示し、全障

害者数の死亡者が ％になり、総人口比 ％より実に４倍以上の高さであったことを示した。障

害児（者）にとって災害は、平等でなく深刻に襲いかかってくる。そのためにも社会的不利益が少

しでも減少するような社会構築をしていかなければならないという。

障害児者にみられる災害時の つの脆弱性について定義（田中、 ）されたが、被災時には命

が助かっても一般の方よる理解が低いと、避難所での生活が困難を伴い、車中泊したりしている現

実もある。保護者が大変なコミュニティの中で苦労している。

安田 ）によると、被災時の教頭であった経験から、今後は障害児者とともに宿泊避難訓練が必要

だと話している。講演では体験していないことは、一般の児童生徒でも行動はできない。その意味

では避難所の体験や災害時の疑似体験をすることはとても重要で意義があると話した。

２）ワークショップ

平成 30 年 8 月 30 日に附属特別支援学校にて職員防災研修を実施した。「災害時にどのようなこ

とが予想されるか」をテーマに、グループで話し合ったところ、以下のような意見が出された。 
【地震発生時】
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・大声を出したり泣き叫んだりパニックになる

・自傷、他害行為をする

・便や尿をもらす

・何が起こったのかわからない

・かたまって動けなくなる

・トイレに閉じこもって出てこない

・不安なのでしゃべり続ける

・避難の指示が入らず一人でどこかへ行ってしまう、家へ帰ろうとする

・自分の荷物を取りに戻る

・こだわりで、壊れた物を元に戻そうとする

・訓練した通りにしか動けない

・ルーティーンは変えられず、急ぐことができない

➜心理的に不安定になったり、こだわりからスムーズに避難することが難しい

・教師に「次どうするの？」と聞く

➜学校以外の場所で被災した場合に自分で判断することが難しい

・過呼吸になる

・てんかん発作が誘発される

・足元がおぼつかないのでとっさに動けない

・車椅子だと物が散乱する中での移動が困難

・医療的ケアの必要な子どもは電気がないと命にかかわる

・盲、ろう学校ではアナウンスが聞こえない

➜健康の保持や移動が難しい

【避難所】

・慣れない場所なので避難所に行けない、入れない

・避難所のマナーやルールの理解に時間がかかる

・他の人の物を取ってしまう

・気になる人に声を掛けたり触りに行ってしまう

・声を掛けられると付いて行ってしまい、性被害に遭う

➜周囲の人たちとの共同生活が難しい

・普段通りの食事ではないので食べられない

・トイレが使えない

➜健康の保持が難しい

・音、人の声、明るさが気になったり、不安で眠れない

・知らない人が大勢いる環境、周囲のざわつきが気になり落ち着かない

・いつも見ているテレビが見られず怒る

・自分が落ち着けるものが手に入りにくい

・暑さや寒さの環境変化からイライラしたり、怒ったり泣いたりする
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・また起こると思ってパニックになる

・自傷、他害行為をする

・チック症状が出る

➜普段通りの生活ができないことにより、心身に不調をきたす可能性 
 

考察 
以上のように、発災時や避難所において直面するであろう課題が、子どもたちの特性からイメー

ジされた。中には、物を固定することで通路を塞がないようにするなど事前に準備できることもあ

れば、パニックを起こす子どもへの対応などその時に臨機応変さが求められることもある。今回は

想定されることを出し合うに終わり、解決策を話し合うまでには至らなかった。ただ、「このような

状態になる可能性がある」ということを多々共有できたことで、個々の教員が持っていた災害時の

イメージが広がったのではないかと思われる。 
また、自分の命を守る力を付けられるような、子どもたちへの防災教育についても本校の課題と

してあげられる。藤井ら 3）は、「現状では多くの学校がマニュアルの読み合わせ等、防災管理の研修

に重点を置いており、教材や授業に関する研修を実施しているところはそれほど多くない。」と指摘

する。また、「クロスロード、防災マップ作り、HUG（避難所運営ゲーム）などの教材を用いて、

教職員が防災について考え、授業内に活かすための研修を行っている学校では、避難訓練以外の時

間においても防災教育が行われる傾向にあり、学校全体の防災意識も高いという調査結果が得られ

た」と報告している。 
附属特別支援学校においても、年度当初の職員会議で防災に関する内容も含まれるマニュアルを

配付したり、新しく赴任してきた教員に対して防災に関する研修を行ったりしている。火災、地震、

津波の避難訓練は学期に 1 回実施するものの、そこで提示できる発災時のシチュエーションは限ら

れているし、またそこで学んだことを実生活で活かすためには訓練以外の防災学習も必要であると

思われる。さらに保護者との災害時の対応の情報共有は、東日本大震災の経験からも重要な課題に

なりそうである。今後、職員の防災意識と対応力を高めつつ、子どもたちへの防災教育の質的向上

にも繋がるような研修を、大学研究者と学校教員との共同研究として継続し、さらなる専門家から

の意見を伺いながら、附属特別支援学校に必要な研修プログラムを開発していきたい。 
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